
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

東京都出産応援事業対象者ファイル

国分寺市長

子ども家庭部　子育て相談室

東京都は新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受ける期間において、
子供を産み育てたいと考えている家庭を応援・後押しするために、子育て
支援サービスの利用や育児用品等を提供する。市は都からの委託を受け、
対象家庭を抽出し、ID・パスワード管理、ID・パスワード入り封筒の配布、不
達紛失等についての問合せ対応等の事務を実施する。

①東京都出産応援事業対象児家庭の世帯主
1氏名、2住所、3対象児との続柄、4連絡先、5異動情報
②東京都出産応援事業対象児
1氏名、2住所、3生年月日、4①との続柄、5異動情報
③①②の同世帯家族
1氏名、2住所、3①との続柄、4連絡先、5異動情報
④東京都出産応援事業対象児家庭のうち、配偶者等からの暴力を理由に国
分寺市に避難している方で住民登録のない者
1氏名、2住所、3生年月日、4連絡先
⑤④の乳幼児
1氏名、2生年月日

①東京都出産応援事業対象児家庭の世帯主、②東京都出産応援事業対象
児、③①②の同世帯家族
④東京都出産応援事業対象児家庭のうち、配偶者等からの暴力を理由に国
分寺市に避難している方で住民登録のない者
⑤④の乳幼児
※①～③は（１）もしくは（２）を満たすもの。④～⑤は（３）もしくは（４）を満
たすもの。
（１）令和３年１月１日～令和３年３月31日に都内で出生し、令和３年４月１日
時点に国分寺市に住民登録を有する世帯
（２）令和３年４月１日～令和５年３月31日に出生し、その時点で国分寺市に
住民登録を有する世帯
（３）令和３年１月１日～令和３年３月31日に都内で出生し、令和３年４月１日
時点に都内に住民登録を有する世帯
（４）令和３年４月１日～都内で出生し、その時点で都内に住民登録を有する
世帯

自課保有情報、住基情報（市民課）、ＤＶ等支援措置情報（市民課）

含まない

無し
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-

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない



個人情報ファイル簿

14 備考


